
第 69回中国高等学校サッカー選手権大会 

第 11回中国高等学校女子サッカー選手権大会 

兼 令和 4年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技（女子）中国地域予選会 

開催要項（案） 

 

１．主  催   中国高等学校体育連盟，島根県教育委員会，島根県高等学校体育連盟 

(一社)中国サッカー協会 

 

２．後  援   益田市教育委員会，松江市教育委員会 

 

３．主  管   中国高等学校体育連盟サッカー専門部，島根県高等学校体育連盟サッカー専門部 

（一財）島根県サッカー協会 

 

４．期  日   男子，女子…令和４年６月１８日（土），１９日（日），２０日（月） 

 

５．会  場       男子…島根県立サッカー場、益田運動公園陸上競技場 

女子…松江市総合運動公園陸上競技場、松江市総合運動公園補助競技場 

 

６．参加資格   （１）選手は，学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）で

あり，各県高等学校体育連盟に加盟している学校に在籍する生徒，サッカー競技実

施要項により，本大会参加資格を得たものに限る。 

         （２）令和４年度（公財）日本サッカー協会に登録を完了したものとする。 

         （３）平成１５年４月２日以降に生まれたものとする。ただし，出場は同一競技３回まで 

とし，同一学年での出場は，１回限りとする。（「出場」とは登録やエントリーで

はなく試合への出場回数をさす） 

         （４）チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認 

めない。 

         （５）統廃合の対象になる学校については，当該校を含む合同チームによる参加を認め 

る。 

         （６）ア．転校・転籍後６ヶ月未満のものは参加を認めない。（外国人留学生もこれに準

ずる。）ただし，一家転住等やむを得ない場合は，各県高等学校体育連盟会長

の許可があれば，この限りではない。 

イ．高体連加盟チームに所属していた選手は他校において６ヶ月間は出場できな

い。 

ウ．転校の有無にかかわらず，他の連盟から高体連加盟チームへ移籍する場合は， 

（７）ア．に準ずるものとする。ただし，この規定ウ．の適用は当該年度内に限

るものとする 

         （７）外国人留学生の参加については，卒業を目的とした留学であることを前提とする。 

            登録は４名までとし，試合出場（同時出場）は２名までとする。 

         （８）出場する選手はあらかじめ健康診断を受け，在学する学校長の承認を必要とする。 

 

７．競技規則   （１）令和４年度（公財）日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

         （２）試合開始前に男女とも９名以内の交代要員の氏名を通告しておき，そのうち５名ま

で主審の許可を得て交代できる。 

         （３）各試合へのメンバー登録（メンバー表提出）後，「試合開始までの時間」に，けが

等の特別な理由により，登録された選手が当該試合へ出場することが不可能である

と当該試合競技責任者が判断した場合のみ，下記項目に従って登録内容を変更する

ことができる。 

           ①先発選手の場合，交代要員（控え選手）を先発選手に変更し，新たな選手を交代要



員として補充することができる。ただし，当該先発予定選手を交代要員に変更する

ことはできないが、ゴールキーパー（ＧＫ）は例外として認める。 

           ②交代要員（控え選手）の場合，新たな選手を交代要員として補充することができる。 

           ③当該選手の当該試合への出場は認められない。 

           ④「試合開始までの時間」とは，キックオフ時間に支障がないことを前提とする。 

         （４）交代しようとする選手は，試合の停止中に主審の許可を得た後に競技場に入る。 

交代して退いた選手は，その試合に再び出場することはできない。 

         （５）大会中，２回の累積警告を受けた競技者は，次の１試合に出場できない。 

         （６）大会中，退場処分を受けた選手の出場停止処分は大会規律・フェアプレー委員会 

で決定するが，「同一競技会」における直近の試合に適用される。ただし，「同一

競技会内で消化しきれない場合（終了／敗退）は「次の公式試合」に適用される。 

         （７）試合中に脳震盪を起こした選手については，交代枠（既に５人の交代があった場合）

を越えていた場合でも交代できる。  

 

８．競技方法   （１）トーナメント方法とし，３位決定戦を行う。 

         （２）試合時間は 70分（インターバルは 10分）とし，勝敗の決しないときには 20分 

間の延長戦を行う。なお決しないときはＰＫ方式により次戦進出校，および優勝 

校を決定する。ただし，３位決定戦で同点の場合には 20 分間の延長戦を行い，な

お決しないときは両校３位とする。 

 

９．選手登録   （１）参加申込書において登録された 30名の選手の中から，各試合毎に最大で 20名まで

の選手を登録することができる。 

         （２）外国人留学生のエントリー数は４名以内とし，試合出場（同時出場）は２名以内と

する。 

         （３）参加申込以降の選手の変更は認めない。 

 

10．参加チーム  （１）男子…本大会出場チームは，各県（１×５），第 14回中国高等学校サッカー新人

大会第１位県（１），２位県（１），開催県（１）の計８チームである。 

               したがって，今大会の各県の参加数は次のとおりとなる。 

               広島県（１），岡山県（１），鳥取県（２），島根県（２），山口県（２） 

          

          （２）女子…本大会出場チームは５チームとし，各県１チームとする。 

 

11．大会負担金   出場チーム大会負担金…20,000円（手数料は各チームで負担してください。） 

 

【振込期限】令和４年６月１３日（月）17時まで 

【振 込 先】山陰合同銀行 平田支店 普通預金 口座番号：３７３２８１０ 

               名義：島根県高体連サッカー部 副部長 長岡 正和 

 

12．参加申込    参加申込は令和４年６月１３日(月)17時までに、下記申込先に電子データーにて送信す

ること。併せて、原本については、令和４年６月１６日(木)必着で送付すること。 

          【申 込 先】〒695-0021 江津市都野津町 293  

島根県立江津高等学校内 池野 聡祐    

ＦＡＸ番号：０８５５－５３－０８３８ 

e-mail：ikeno-toshimasa@ict.shimanet.ed.jp 

 

13．組合せ抽選会 中国高体連サッカー部委員長会議にて，各県委員長が「県枠」を抽選。 

令和４年４月１９日（火）13時 00分～ パレット江津会議研修室（２）  

                    

14．開閉会式    開会式は実施しない。    閉会式は決勝戦後，直ちに行う。 

 

15．表  彰    優勝，準優勝，３位のチームには賞状を授与する。また，男子優勝チームには優勝旗を授

与し次回まで優勝旗を保持する。 



 

16．服装規定   （１）背・胸番号は１～30番までとする。（ショーツの番号もつけることが望ましい。） 

       （２）異色のユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）を２種類以上用意すること。 

         （３）縞のユニフォームは，識別が困難な場合のみ選手番号に台地を付けるものとする。 

        （４）ユニフォーム（ＧＫユニフォームを含む）のうちシャツの色彩は，審判員が通常着用 

する黒色と明確に判別しうるものでなければならない。 

 

17．宿泊・弁当  ①宿泊・弁当については斡旋しない。 

 

18．大会本部   江津高等学校 〒695-0021 江津市都野津町 293 

 

19．そ の 他   ①代表者ミーティングを試合開始 70分前に行い，選手の確認（メンバー表及び写真 

貼付の選手証を提出する）及びユニフォームチェックを行う。 

※選手証とは，JFAの WEB登録システム「KICK OFF」から出力した選手証・登録選手一

覧を印刷したもの（登録３０名を背番号順にクリックして印刷（６名づつ×５枚）し

たものを提出。） 

         ②女子優勝チームは，令和４年度全国高等学校総合体育大会女子サッカー競技に出場する

権利と義務を有する。 

         ③中国サッカー協会「新型コロナウイルス感染症対策運営役員必携」及び中国高校体育連

盟サッカー専門部「新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」に沿って開催す

る。 

         ④新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，以下の点について各校で周知徹底するこ

と。 

          ・発熱等のある者は，参加や観戦を控えること。 

          ・咳エチケットの徹底や頻繁な手洗い，消毒を徹底すること。 

          ・「３密」（密閉，密集，密接を避け，Physical Distance２m（最低１m以上）を確保

すること。 

          ・参加チームの登録選手以外の観戦は不可とする。 

         ⑤今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては，変更もあり得る。 

⑥出場選手の大会期間中の健康ならびに生活指導については各学校長の責任において 

遺漏のないように処置すること。特に，健康管理，食生活及び交通等の指導については，

十分留意すること。 

         ⑦学校及び家庭における事前の健康観察を十分にすること。 

         ⑧各自「健康保険証」を持参すること。 


